
みどり市地域おこし協力隊募集要項 

（農業振興に関する活動） 
 

みどり市は、群馬県東部に位置し、桐生市や栃木県

日光市など、群馬、栃木両県の 7市と接しています。

東京から 100km 圏内の地域もあり、浅草から電車 1

本、約 2時間で来ることができる比較的首都圏に近い

まちです。 

令和 7 年 10 月現在、みどり市では 5 名の地域おこ

し協力隊が、農林業・移住定住支援といった分野で活

動しています。 

みどり市は、南北に長く、北部の東町は、面積の約

93%を森林が占める、自然豊かな地域です。急峻な山

嶺に囲まれ、町の中央を流れる「渡良瀬川」に沿うよ

うに集落が形成されています。中部の大間々町は、古くから栄えた地域で、ノスタルジックな街

道・宿場の面影が残る伝統的な町で、酒蔵や醤油蔵などが点在するレトロな雰囲気があります。

南部の笠懸町は、住宅地や商業施設が密集し、周辺へのアクセスが良く生活しやすい地域です。 

しかし、近年の急速な社会のデジタル化に伴う情報格差、高齢化や若年層の流出による人口減

少が進み、地域を支える担い手が不足し、地域産業はもとより、集落機能を維持することが困難

な状況になることが懸念されています。 

そこで、地域の新しい担い手として、地域外から意欲ある方を受け入れ、みどり市の地域力の

強化及び地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊を募集します。 

 

～ みどり市の紹介 ～ 

●誕 生 平成 18 年 3月 27 日 

新田郡笠懸町、山田郡大間々町、勢多郡東村が合併し、県内 12 番目の市となる 

●人 口 48,269 人（男：23,905 人、女：24,364 人） ※令和 7年 4月末日現在 

●面 積 208.42 平方キロメートル 

●交 通 東京から自動車や鉄道を利用して約 2時間～2時間 30分 

（道路：南北に国道 122 号、東西に国道 50 号、高速 IC も近い） 

（鉄道：浅草とつなぐ東武鉄道桐生線、トロッコ列車が人気のわたらせ渓谷鐵道） 

●子育て ・7ヶ月健診時にみどり市産材で制作した積み木贈呈 

     ・乳児おむつ用品購入支援 

      令和 6年 4月 1日以降に生まれ、1歳の誕生日の属する月末までの乳児 

     ・紙おむつ券給付 

令和 6 年 3 月 31 日までに出生した、第 3 子以降の乳児が対象です。（満 2 歳まで） 

・第 1子からの保育料及び給食費の無料 

・18 歳まで医療費（入院・通院とも）及び市内小中学校の給食費が無料 

・わたらせ渓谷鐵道を利用する高校生等への通学費補助（東町のみ）  



 

 

（１）農業振興に関する活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就農に係る業務】 

・地域の農業者の指導や協力を得ながら農業技術(作物栽培実技及び知識･スキル)の習得 

 ※すでに着任している農業振興分野の隊員からも学ぶことが可能です。 

・農作業機械等の資格取得や講習受講 

・地域農業者及び農業者団体との交流 

 【市の農業振興に係る業務】 

  ・SNS 等を利用した本市農業や農産物に関する情報発信、PR活動 

  ・農業体験やマルシェ等の企画、実施 

  ・その他、地域振興に関する業務 

 ○活動期間終了後のイメージ 

  ・新規就農者として農業に従事 

  ・地域の一員として、活動期間中に開始した事業を継続 

  ・みどり市地域おこし協力隊 OBOG としての活動 

 

 

 

 

１．活動内容 

 

農業振興の分野で活動する地域おこし協力隊の活動地域は、「みどり市大間々町北部地域」です。 

大間々町北部地域は市のほぼ中心部に位置しており、面積のほとんどを森林が占める自然豊かな中山

間地域であり、大間々町の水田のほとんどがその地域内に存在しています。各種野菜の栽培が行われ、

地域の農産物直売所や市場に出荷されています。また、遊休農地を利用した酒米の栽培も行っており、

地元酒造会社が製造する地酒の原料となっています。 

この地域では、農業従事者の高齢化や、有害鳥獣(シカ、イノシシ等)による農作物への被害が増加し

ており、農業従事に対する意欲低下を招き、遊休農地が増加しています。 

そこで、地域農業者から農業技術を習得しながら地域に定着し、地域農業の担い手となる意欲のある

方を募集します。 



（２）協力隊が共通して取組む活動 

上記の主な活動の他に、次のような活動にも取り組んでいただきます。 

 

・協力隊員同士の連携・協働 

・イベント等地域活動への参加 

・会議、研修会等への参加（国・県などが主催する研修会等） 

・任期終了後の定住、起業・事業承継のための基盤づくり（準備作業） 

・その他、市が必要とする業務・活動（市の取組みやイベントの運営支援等） 

 

 

 

 

1 名 

 

 

 

 

（１）令和 7 年 4月 1日現在で 18歳以上の方 

（２）生活の拠点を都市地域等からみどり市大間々町に移し、住民票を異動できる方 

（※地域要件の詳細は、地域要件確認表を確認又はお問い合わせください。） 

（３）心身ともに健康で行政や地域住民との良好なコミュニケーションが図れ、地域おこし活動

に意欲と情熱を持ち積極的に活動できる方。地域活動（イベント等）に積極的に参加できる

方。 

（４）地域おこし協力隊の活動終了後、みどり市において起業・就業して定住する意欲のある方 

（５）普通自動車運転免許を所持し、実際に運転できる方 

（６）パソコンの基本的な操作（ワード、エクセル、メール等）ができる方 

（７）市の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる方 

（８）地方公務員法第 16 条に規定する欠格事項に該当しない方 

 

 

 

 

みどり市大間々町内 

 

 

 

（１）勤 務 日  原則、日曜日から土曜日までのうち、週 5日間とします。 

（２）勤務時間  週 35 時間とします。 

 

 

 

２．募集人数 

 

３．募集対象 

 

４．活動地域 

 

５．勤務日・勤務時間 

 



 

 

 

（１）任用形態  みどり市の会計年度任用職員（パートタイム）として任用します。 

（２）任用期間  任用日から令和 8年 3月 31 日までとします。 

活動実績に基づき、再度任用する場合があります（最長 3年間）。 

（３）副  業  活動に支障のない範囲内で、副業を認めます。ただし、定住に向けた基盤づ

くりのために必要な活動に限ります（事前に届け出が必要です）。 

 

 

 

月額 266,000 円（所得税や社会保険料等の本人負担分が控除されます。） 

※賞与や時間外勤務手当等の支給はありません。 

 

 

 

（１）健康保険・厚生年金・雇用保険に加入します。 

（２）活動中の災害、負傷、疾患は、労働災害補償の適用を受けます。 

（３）年間 10 日の年次有給休暇（任用期間が 6 ヶ月以上ある場合）、5 日の夏季休暇（6 月～10

月）、その他特別休暇があります。 

（４）住居は、市の所有する住宅等を紹介します。なお、活動期間中の家賃は全額補助します。 

※引っ越しにかかる費用、生活備品、光熱水費等の経費は個人負担となります。 

（５）日常生活及び活動に使用する車両は自家用車等をご用意ください（日常生活において、自

家用車等の移動手段は必要不可欠です）。活動経費（以下「9」参照）内で借上げ料として月

額 30,000 円（燃料代含む）を支給します。 

 

 

 

活動経費は、年間 1,500,000 円を限度として、以下に記載する経費に対して交付要綱に基づき

補助します。 

ただし、任用日が年度途中の場合は、活動月数に 125,000 円を乗じた額とします。 

 

（１）住居及び駐車場の賃借料（全額補助） 

（２）活動車両の賃借料（月額 30,000 円 ※燃料代含む） 

（３）活動旅費（みどり市職員等の旅費に関する条例に規定する額） 

（４）活動に必要な備品・消耗品費 

（５）資機材等の使用料及び賃借料 

（６）通信費、印刷費、広告費等の事務費 

（７）研修の受講や資格取得等に要する経費 

（８）定住のための環境整備に要する経費 

（９）その他、活動に必要と認められる経費 

６．任用形態・任用期間 

 

７．報酬 

８．待遇・福利厚生 

９．活動経費 

（実費相当額） 



 

 

地域おこし協力隊の任期終了日の前1年以内又は任期満了後1年以内にみどり市内で起業又は

事業を引き継ぐ場合において、以下に記載する経費に対して交付要綱に基づき 1,000,000 円を限

度として補助します。 

 

（１）設備費及び備品費 

（２）土地及び建物賃借料 

（３）法人登記に要する費用 

（４）知的財産権の登録に要する経費 

（５）マーケティングに要する経費 

（６）技術指導の受入れに要する経費 

（７）その他、起業等に必要と認められる経費 

 

 

 

 

地域おこし協力隊の任期終了後の定住促進及び地域活性化を目的として「定住支援補助金」を

交付します。 

 

（１）交付対象  隊員として 2年以上活動し、任期終了後も引き続きみどり市内に居住する者 

（２）補助金額  月額 50,000 円 

※2 年目以降は所得要件あり（前年所得が 150 万円未満の場合に限り交付） 

（３）補助期間  任期終了後、最大 3年間 

 

 

 

（１）応募方法  提出書類を下記応募先まで「郵送」してください。 

（２）応募締切日 令和 8年 1月 7日（水） 

（３）提出書類（提出された書類は返却しません。） 

・応募用紙 

・住民票抄本の原本（応募者本人の住所・氏名・生年月日・性別が記載されたもの） 

※本籍・筆頭者、世帯主・続柄・マイナンバー等の記載は不要です。 

・自動車運転免許証の写し 

 

 

 

（１）第 1次選考（書類選考） 

書類選考の上、結果を文書又はメールで通知します。 

（２）第 2次選考（面接） 

第 1次選考の合格者を対象に、みどり市役所において面接を行います。 

10．起業・事業承継経費 

11．定住支援 

12．応募手続き 

13．選考方法 



日時や会場等は、第 1次選考結果を通知する際に調整します。 

※第 2 次選考に要する交通費及び宿泊費等は、個人負担となります。 

（３）最終選考結果 

第 2次選考結果（最終）は、選考終了後に文書で通知します。 

※住民票の異動は、必ず任用日以降に行ってください。 

 

 

 

〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511 番地 

みどり市 産業観光部 農林課 農政係 

TEL：0277-76-1937（直通） FAX：0277-76-1780 

E-mail：norin@city.midori.gunma.jp 

 

 

 

～ みどり市では 5名の隊員が活躍中です ～ 

 

 

 

 

 

隊員の活動情報は、以下の SNS からご覧ください。 
 

・みどり市 HP・X(旧 Twitter) ・Facebook  ・Instagram  

 

みどり市マスコットキャラクター 

『みどモス』 

14．応募・問い合わせ先 


